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巻頭言 共同参画に寄せて

Foreword

UNWOMEN
アジア太平洋
事務所長
加藤 美和

　世界の色々な国を訪れ女性の権利促進に努める身として、良く聞かれる質
問がある。「数ある女性の課題の中で、何が一番大切か？」答えは、女性の
リーダーシップ。議会、取締役会、役所や会社のチーフ会議等あらゆるレベ
ルで、決定権のあるポジションの最低3割を女性が占めるようになれば、今
ある問題の多くは加速度的に解決する。
　また、現状の世界で成功している国や企業を観察すると、3割どころか
50・50の「パリティ」を目指している。国連でも、昨年秋、グテレス事務
総長が「国連システムのジェンダーパリティ戦略」を発表し、最高幹部レベ
ルは2021年までに、PKO要員を含むシステム全体でも2028年までに、パリ
ティ達成の計画が発表された。
　翻って、日本。我が国の現状から3割はキツイとの声もあるが、今ではパ
リティを達成した多くの国も、最初は「文化的になじまない」と言っていた
のだ。それを乗り越えさせたのは、各界トップの政治的判断と変化を快く受
け入れる社会。多くをもたらすウーマノミクスの下で、今年は是非、女性の
リーダーシップ実現への勇気ある具体策を、と願う。Kato Miwa

主な予定
Schedule

平成30年1月13日 “九州男女”の共同参画～ワーキングスタイルから考えるまちづくり～（熊本県熊本市）

平成30年1月19日 女性のための公務研究セミナー（京都大学百周年時計台記念館）

平成30年1月30日 ダイバーシティ・マネジメントセミナー（大阪府大阪市）

平成30年2月9日 女性のための公務研究セミナー（お茶の水女子大学）

平成30年2月15日 シンポジウム「企業×女性起業家のマッチングイベント　ビジネスにも運命
の糸ってあるんです」（東京都中央区）

平成30年2月17日、18日 「女子大学生キャリア形成セミナー」（埼玉県比企郡嵐山町）
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Special Feature 特集

または活躍を期待する方
を対象としています。
※ 原則、職務経験10年以上の方を対
象としています。

○ また、以下の各自治体及び経済団
体と共催して実施しています。
＜神奈川＞
• かなテラス（神奈川県立かながわ
男女共同参画センター）
• 横浜市
＜京都＞
• 輝く女性応援京都会議（事務局：
京都府・京都市・京都労働局・京
都商工会議所）
• 公益社団法人関西経済連合会

■研修の概要

　企業経営層による講演と講義の組
み合わせで実施しており、5回の研
修とフォローアップ研修1回の全6
回実施しています。（図1）
○対象者
　神奈川県在勤者及び在住者、京都
府在勤者及び在住者のうち、いずれ
かに該当する方であり、
• 内部昇進により役員に選抜される
ことが見込まれる、または期待さ
れる、上級管理職・執行役員候補
等
• 社外取締役・社外監査役候補等
• 企業経営や管理責任に携わった経
験を有し、社内・社外を問わず、
将来、役員として活躍を望む方、

女性リーダー育成事業「女性役員登用の
閣議決定目標『2020年10％』達成に向けて」

内閣府男女共同参画局総務課

　内閣府では、第4次男女共同参画
基本計画（平成27年12月閣議決定）
において、上場企業役員に占める女
性の割合を「5％（早期）、更に10
％を目指す（平成32年）」こととし
ています。平成29年7月現在、上場
企業における女性の役員割合は3.7
％となっています。
　この目標の達成に向け、平成28年
度に女性役員の効果的な育成の在り
方を検討し、研修モデルプログラム
を策定しました。今年度は、このモ
デルプログラムに基づき、10月から
神奈川・京都の2箇所において「女
性役員育成研修」を試行実施してい
ます。
　今号ではここまでの研修の状況に
ついてお伝えします。

＜（図1）女性役員育成研修　試行実施プログラム＞
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Report

　またグローバルリーダーとしての
要件として戦略とコミュニケーショ
ンを挙げられ、「バリューチェー
ン」、「財務」、「説得力（直接語りか
ける・相手の立場に立つ）」の3つの
大切さを教えていただきました。講
演の最後には「外柔内剛」で頑張っ
てくださいと受講者にエールを送り
ました。

　講演の後は、「法的役割と責任・
リスクマネジメント」について、村
瀬孝子弁護士（鳥飼総合法律事務所
パートナー弁護士）による講義が行
われました。法的役割と責任として、
会社と役員の法律関係、取締役会の
権限、会社法上の取締役の責任等に
ついてお話いただきました。また会
社法の視点からのリスクマネジメン

＜女性リーダー育成事業＞
モデルプログラムに基づいた研修の試行実施が始まりました

■第一回目研修
 （神奈川10/25、京都10/26）

　第一回目の研修では、武川男女共
同参画局長が開会のあいさつで研修
の目的等を説明しました。
　「現在、上場企業の役員に占める
女性の割合は3.7％（2017年7月）に
とどまっている」とした上で、「企
業の国際競争力を高めるためには、
コーポレート・ガバナンスの強化が
不可欠であり、経営の監督と執行の
さらなる質の向上が求められる。女
性が企業の意思決定に関わること
で、多様な価値観が企業の経営の監
督及び執行の両方に反映されるとと
もに、多様な価値観を受容する組織
ではイノベーションが促進され、企
業価値の向上にもつながる。また働
き方改革の面においても女性が経営
にかかわることが重要」と説明する
とともに、女性が働きやすい環境を
受講者の皆さんからも作ってほしい
と伝えました。

　次の企業経営層による講演では、
神奈川会場は林文子氏（横浜市長）、
京都会場は橘・フクシマ・咲江氏（G
＆S Global Advisors Inc.代表取締

役社長）がそれぞれお話されました。
　林市長による講演では、「女性リ
ーダーに期待すること」をテーマ
に、ご自身の働くことの原点となっ
たことから、民間企業での社長や
CEOのご経験、そしてすべてのご
経験を活かした横浜市長としての思
いを率直にお話しいただきました。

　「何よりも大切なことは相手の立
場にたって物事を考えること。そし
て相手に対する感謝『ありがとうご
ざいます』の気持ちを常に持つこと
です。そして、今回の研修メンバー
とのネットワークを大切にしてくだ
さい。役員になることに不安もある
でしょうが、まったく心配はありま
せん。ぜひ飛び込んでください。」
と、受講者にエールを送りました。

　京都では、橘・フクシマ・咲江社
長が、「これからの取締役に求めら
れるもの」をテーマに、日本とアメ
リカにおける民間企業でのパートナ
ーや社内外の取締役のご経験から、
取締役とは何か、経営者の責務とは
何かなど、今後の変化も見据えてお
話いただきました。

＜武川局長による開会の挨拶＞

＜林市長による講演＞

＜橘・フクシマ・咲江社長による講演＞

＜村瀬弁護士による講義＞
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女性リーダー育成事業「女性役員登用の
閣議決定目標『2020年10％』達成に向けて」

になるのかでやるべきことが変わっ
てきます。ここを明確にしないと自
己評価が甘くなります。
　経営者に求められるものとして、
『広い視野』『リーダーシップ』『志』
の3つが大切である。経営学などの
知識を学び、自分自身の引き出しを
増やすこと、謙虚であることが大
切」と受講者へ伝えました。

　その後は、「コーポレート・ガバ
ナンス」について、北川哲雄教授
（青山学院大学大学院国際マネジメ
ント研究科）による講義が行われま
した。講義ではコーポレートガバナ

ンスシステムの重要性について、広
範な視点からお話しいただきまし
た。特に欧米では取締役会の役割
が、責任ある企業行動（Responsible 
Business）遂行の観点から社会（ダ
イバーシティの推進も重要な視
点）・環境についても論議される場
となっていることが指摘されまし
た。投資家側も責任ある投資活動
（Responsible Investment） を
掲げる機関が今主力になりつつあ
り、投資家側のこういった分野への
関心も高いこともお話いただきまし
た。

　講演の最後にはサムエル・ウルマ
ンの「青春の詩」を紹介し、「日本
経済の再生には女性の活躍なくてし
てはできません。その先陣となるの
は（受講者の）皆さんである。信念
と自信、そして明日へ希望をもっ
て、思いきり若さを保ちながら頑張
ってほしい」とメッセージを送りま
した。

　京都では、塚原顧問から「経営者
に求められるもの」をテーマに小説
や歴史、経営学など幅広い観点から
お話いただきました。
　「まずは、経営者の評価基準を持
つこと、そのために自分自身がどう
いう経営者になりたいかを明確にし
てください。例えば、野球でいえば
大谷選手になるのか、イチロー選手

トについてお話しいただき、受講者
同士での事例検討なども行いました。

　研修の最後には、交流会を行い、
自己紹介や名刺交換などを行うな
ど、受講者同士のネットワークづく
りを行いました。

■第二回目研修
 （神奈川11/13、京都11/16）

　第二回目の研修は、神奈川会場は
池田典義氏（株式会社アイネット取
締役会長）、京都会場は塚原一男氏
（株式会社IHI顧問）の講演から始ま
りました。
　池田会長からは「輝く会社は女性
で決まる」をテーマに、会社を興さ
れてからこれまでの経営に対する思
いなどをお話いただきました。夢を
持つことや確固たる信念をもつこ
と、何より謙虚に感謝の心を持つこ
との大切さを受講者へ伝えました。

＜池田会長による講演＞

＜塚原顧問による講演＞

＜北川教授による講義＞

＜交流会の様子＞
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ご披露いただきました。

　その後は、「技術・産業のメガト
レンド・イノベーションをおこす経
営」について、小笠原敦特任教授
（国立大学法人滋賀医科大学　バイ
オメディカル・イノベーションセン
ター）よる講義が行われました。講
義では、経営者として広い視野でみ
ていく中で何を基準に考えていくの
かをマクロ経済の動向からの社会変
化と科学技術の進展からの社会変化
の視点でお話いただきました。また
講義の最後では、新しいビジネスモ
デルについてグループ討議を行いま
した。

○次年度に向けて
　今年度事業の成果も踏まえ、次年
度以降開催箇所を拡大して研修を実
施し、その効果や課題を明らかにす
るとともに成果を広く共有していき
ます。

※ 本研修の運営は公益財団法人日本
生産性本部が受注しており、来年
の3月まで神奈川・京都で実施し
ます。

について」をテーマに、今後の人口
動向なども交えながら、キリンビー
ルの女性活躍の取組について紹介い
ただきました。後半はキャリア形成
の考え方として、強みをつくる、仲
間をつくる、リーダーになるという
3点についてお話いただき、最後に
「“チャンスに応えられる自分になっ
ている”ということが大切。みなさ
んも頑張ってください」と伝えまし
た。

　京都では佐治執行役員から「ダイ
キン工業の女性活躍の取組および役
員・幹部に大切にしてほしいこと」
をテーマにお話しいただきました。
　ダイキン工業の女性活躍の取組を
紹介いただくとともに、実際に管理
職研修などで使用されている会長語
録の資料や経営幹部塾の概要などを

■第三回目研修
 （神奈川12/12、京都12/14）

　第三回目の研修（神奈川会場）で
は、女性活躍・男女共同参画担当大
臣である野田大臣が冒頭の挨拶を行
いました。

　「皆さんには責任感と明るさをも
ってこの研修を通じて何かを得てい
ただきたい。そして日本を変える原
動力になっていただき、子どもたち
のためにいい日本を作っていただき
たい。私もこの仕事を通じてみなさ
んにエールを送ります。」と直接メ
ッセージを受講者に送りました。

　企業経営層による講演として、神
奈川会場は、神崎夕紀氏（キリンビ
ール株式会社執行役員横浜工場長）、
京都会場は、佐治正規氏（ダイキン
工業株式会社執行役員人事本部長兼
ダイバーシティ推進グループ長）
に、それぞれの企業における女性活
躍の取組等についてお話しいただき
ました。

　神崎執行役員からは、「キリング
ループの多様性推進とキャリア形成

＜神崎執行役員による講演＞

＜野田大臣による挨拶＞

＜佐治執行役員による講演＞

＜小笠原教授による講義＞



各国代表とともに会合に臨む山下政務
官

G7男女共同参画担当大臣会合各国政府代表
 （イタリア共和国G7サミット公式サイトより引用）
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行政施策トピックス

G7男女共同参画担当大臣会合
内閣府男女共同参画局総務課

　また、日本政府代表の山下政務官から
は、非正規雇用の処遇改善、男性の働き
方改革の必要性等について言及するとと
もに、女性が就職・結婚・出産等につい
て如何なる選択をしても社会全体で支援
するという視点で考える必要がある旨発
言しました。併せて、現在、日本では、
子育てに係る負担を国民全体でどのよう
に分担すべきか、消費税財源か新たな社
会保険制度かの大きな議論が行われてい
る旨説明しました。

■ワーキングセッション①：「女
性の政治的エンパワーメント：
女性の政治的意思決定における　
リーダーシップとハイレベルな
ポジションへのアクセスを促進
するための国内法の再考」
 （11月16日）

　ワーキングセッション①においては、
各国政府代表よりフランスの取組に関心
が寄せられたこともあり、フランスから
憲法の改正を始めとするフランスの法制
度について説明がなされるとともに、女
性の政治参画の拡大に当たってはSNS等
における女性に対するヘイトスピーチが
課題の一つにあるとの問題提起がなされ
ました。

　イタリア共和国タオルミーナにおい
て、「G7男女共同参画担当大臣会合」（G7 
Minister ia l  Meet ing on Gender 
Equality）（※）が、11月15日及び16日の2
日間の日程で開催され、G7（日本、ア
メリカ、イギリス、イタリア、カナダ、
ドイツ、フランス）及びEUの男女共同
参画担当大臣等が一堂に会し、国際社会
が直面する様々な男女共同参画、女性活
躍に関する課題について意見交換を行
い、「G7男女共同参画担当大臣宣言」
（Declaration of the G7 Meeting on 
Gender Equality）を取りまとめました。
日本からは、山下雄平内閣府大臣政務官
が日本代表団長として出席しました。

　今回のG7男女共同参画担当大臣会合
では、「女性の経済的及び政策的エンパ
ワーメント」、「女性の政治的エンパワー
メント」及び「女性に対する暴力の防止
と撤廃及び人身取引の撲滅に向けた手段
としての女性の経済的エンパワーメント」
の3つのテーマの下、G7における経済分
野や政治分野での女性のエンパワーメン
ト、女性に対する暴力の防止等の取組の
推進に向け活発な議論が行われました。

■ワーキングランチ：「女性の経
済的及び政策的エンパワーメン
ト：女性の可能性を引き出すため
の労働市場と福祉制度の再設計」
 （11月15日）

　ワーキングランチにおいては、各国政
府代表から、男女の賃金格差等の是正の
ための労働市場の改革や資本市場におけ
る女性の信用アクセスの向上、無償労働
に対する経済的な評価、男性の育児への
参画に向けた取組の促進等の重要性が指
摘されました。



共同記者会見の様子

ワーキングランチ、セッションの会場
の様子
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カナダでの議論への期待が示されました。
　山下政務官からは、今回の会合に参加
した政府代表のうち、男性は自分だけで
あったが、ジェンダー平等の議論を行う
場に男性が一人でも参加していることに
意味があり、男性の働き方や家庭での役
割が変わらなければ、女性の生き方やキ
ャリアパスは多様化しない、各国とも、
政府や企業が慣行を変えるよう努力しな
ければいけない旨発言しました。

■G7男女共同参画担当大臣宣言

　会合では、以下を主なポイントとする
「G7男女共同参画担当大臣宣言」を取り
まとめました。
　 2017年5月26、27日にタオルミー
ナで開催されたG7首脳会議にて
採択された「ジェンダーに配慮し
た経済環境のためのG7ロードマ
ップ」で合意した施策や行動指針
の実装、モニタリングにコミット
する。

　 現存する男女間格差を縮小するた
めに考え方、政策、文化に変化を
もたらすため、すべての形態の女
性に対する暴力と差別をなくすた
め、そして、G7諸国における男女
間の平等を達成するために、「ジ
ェンダーに配慮した経済環境のた
めのG7ロードマップ」にて示さ
れた質的・量的な目標・期日それ
ぞれの達成に必要となるあらゆる
努力を講じる。

※ G7男女共同参画担当大臣会合は、G7サミッ
トに合わせて開催される関係閣僚会合の一つ
であり、今回のイタリア共和国・タオルミー
ナのG7において初めて開催されました。

　山下政務官からは、日本の国会議員に
占める女性割合は他のG7各国に比べる
と低いが、女性の立候補者が少しずつ増
え、選挙の度に女性議員の割合も上がる
など、徐々に政治分野における女性の参
画が進んでいる旨説明を行い、また、ク
オータ制の導入については日本でも議論
があるが、一方で、慎重な議論が必要と
の声もあるとの現状を紹介しました。

■ワーキングセッション②：「女
性に対する暴力の防止と撤廃及
び人身取引の撲滅に向けた手段
としての女性の経済的エンパワ
ーメント」 （11月16日）

　ワーキングセッション②においては、
各国政府代表から、女性に対する暴力の
防止と撤廃及び人身取引の撲滅のために
は、NPO等の支援団体との連携や学校
教育の充実、労働市場における差別の解
消が必要であり、また、インターネット
を利用した嫌がらせや脅迫等の解決が急
務である旨発言がありました。
　山下政務官からは、日本の法改正を伴
う人身取引の撲滅に向けた施策の現状や
被害者への支援策、女性に対する暴力の
根絶に向けた取組等について紹介すると
ともに、言語が壁となって外国人被害者
が声を上げられないといったことがない
よう、外国人が多く集まる場で、多言語
の相談窓口を案内している等の日本の取
組を説明しました。

■共同記者会見 （11月16日）

　会合の最後に各国政府代表による共同
記者会見が開かれ、各国政府代表からは
G7初の男女共同参画担当大臣会合を開催
したイタリア共和国・ボスキ政務次官の
リーダーシップへの謝意と来年の開催国



ジェンダー・ギャップ指数（2017）
主な国の順位

※ GGI及びGIIに関してより詳しく
知りたい方は、下記のサイトを
ご参照ください。
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行政施策トピックス

世界経済フォーラムが
「ジェンダー・ギャップ
指数2017」を公表
内閣府男女共同参画局総務課

　世界経済フォーラム（World Economic 
Forum）が平成29年11月、「The Global 
Gender Gap Report 2017」において、
各国における男女格差を測るジェンダー・
ギャップ指数（Gender Gap Index：
GGI）を発表しました。本指数は、経済、
教育、政治、保健の4つの分野のデータ
から作成され、0が完全不平等、1が完全
平等を意味しています。2017年の日本の
順位は、144か国中114位（2016年は144
か国中111位）でした。前回に比べ、経
済、教育、保健分野の順位は上昇しまし
たが、政治分野は順位が下がりました。
これは、主に、閣僚の男女比が昨年の
GGIにおける基準値より低下したことに
よると考えられます。
　このほか、各国における男女格差を測
る主な国際的指数としては、国連開発計
画（UNDP）のジェンダー不平等指数
（Gender Inequality Index：GII）があ
ります。GIIは、保健分野、エンパワー
メント、労働市場の3つの側面から構成
されており、男女の不平等による人間開
発の可能性の損失を示しています。0か
ら1までの値を取りますが、1に近いほど
不平等の度合いがより高いことを示しま
す。平成29年3月に「Human Development 
Report 2016（人間開発報告書2016）」
で公表された2015年の日本の値は0.116で
159か国中21位であり、妊産婦死亡率など
の指標が評価された結果と考えられます。

順位 国　　　名 値

1 ア イ ス ラ ン ド 0.878
2 ノ ル ウ ェ ー 0.830
3 フ ィ ン ラ ン ド 0.823
4 ル ワ ン ダ 0.822
5 ス ウ ェ ー デ ン 0.816
6 ニ カ ラ グ ア 0.814
7 ス ロ ベ ニ ア 0.805
8 ア イ ル ラ ン ド 0.794
9 ニュージーランド 0.791
10 フ ィ リ ピ ン 0.790
11 フ ラ ン ス 0.778
12 ド イ ツ 0.778

15 英 国 0.770
16 カ ナ ダ 0.769

49 ア メ リ カ 0.718

71 ロ シ ア 0.696

82 イ タ リ ア 0.692

100 中 国 0.674

114 日 本 0.657

118 韓 国 0.650



槙田管理官、南課長によるプレゼンテ
ーション

IAEG-GS会合2日目の様子
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行政施策トピックス

「ジェンダー統計に関する機
関間専門家グループ（IAEG-
GS）第11回会合」について
内閣府男女共同参画局調査課

会合の模様

　会合では、上記プレゼンテーションの
他にも、様々な議題の下、議論が行われ
ました。その中において注視すべきは、
「ジェンダー指標アドバイザリーグルー
プ」が報告した「ジェンダー指標の最小
基本データ（ミニマムセット）の改定
案」です。ミニマムセットの指標につい
ては、SDG指標と類似しているものも
多いことから、今般上記グループにおい
て検討を行った結果、類似の指標につい
て、SDG指標への置き換えや書きぶりの
統一を行うこととなり、一部の指標は引
き続き検討となったものの、多くの指標
について合意に至りました。今後、修正
されたミニマムセットは、2018年3月の
国連統計委員会第49回会合に提出される
予定となっています。日本としても、関
係府省庁において指標の検討を行う必要
が生じる可能性があることから、引き続
き国連統計委員会の動きについては注視
をしていく必要があります。
　

グローバルフォーラムに向けて

　会合の最後には、日本から、次期
IAEG-GS議長への就任及び2018年11月
13日にIAEG-GS第12回会合、14～16日
に第7回ジェンダー統計グローバルフォ
ーラムを東京で開催することを表明し、
承認されました。
　今後、総務省を中心に、男女共同参画
局とも連携し、第7回ジェンダー統計グ
ローバルフォーラムの開催に向けた準備
等を行っていく予定です。

IAEG-GS会合の概要

　10月30～31日の2日間、ローマ（イタ
リア）の食糧農業機関（FAO）の庁舎に
おいて11回目となるジェンダー統計に関
する機関間専門家グループ会合（IAEG-
GS）が国連によって開催されました。会
合には17の国際機関及び20か国から約
60名の専門家（いずれも概数）が参加
し、総務省政策統括官（統計基準担当）
付槙田国際統計管理官、内閣府男女共同
参画局南調査課長が参加しました。

日本における取組

　会合では、各国統計部局によるジェン
ダーの視点からのSDGsへの取組につい
てレビューし、各国における優先事項を
明らかにすること等を目的に、インド、
イタリア及び日本の3か国によるプレゼ
ンテーションを実施しました。日本は、
「日本における、ジェンダーの視点から
見たSDGsへの取組」との主題の下、総
務省、内閣府合同のプレゼンテーション
を行いました。
　総務省からは、国内におけるジェンダ
ー統計整備体系やSDGs推進本部の立ち
上げ、SDGs実施指針の策定等について
説明を行い、内閣府からは、同実施指針
に盛り込まれた男女共同参画関係施策に
ついて、「第4次男女共同参画基本計画」
に定められた優先分野を中心に説明する
とともに、SDG指標5.5.2（管理職の女
性）等に関する国内データの紹介等を行
いました。プレゼンテーションには、各
国から意見や質問が投げかけられ、闊達
な議論を行うことができました。
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ユネスコスポーツ・体育担当大臣会合
（MINEPV VI）にて強調された女性活躍

スポーツ庁国際課

　平成29年7月13日から15日にかけて、
ロシアのカザンにてユネスコ主催の第6
回スポーツ・体育担当大臣会合（通称：
MINEPS VI）が開催されました。
MINEPS（International Conference 
of Ministers and Senior Officials 
Responsible for Physical Education 
and Sport）は、ユネスコ主催で、ユネ
スコ加盟国、準加盟地域のスポーツ・体
育担当大臣及び高級実務者等が集まり、
スポーツにおける国際的重要課題につい
て議論し、実行志向型の提言を発表する
会議です。6回目を迎えた今回は約120
カ国（大臣参加41カ国※1）から約500
人が参加し、3日間開催されました。

　本会議では「万人のためのスポーツへ
のアクセスに関する包括的な構想の展
開」、「持続可能な開発と平和に向けたス
ポーツの貢献の最大化」、「スポーツの高
潔性の保護」の3つのテーマで議論さ
れ、前回大会であるMINEPS Vで発表
された「ベルリン宣言」等の過去の成果
の実行を重視した、3つのメインポリシ
ー、20の政策項目及び5つの具体的な行
動からなる「カザン行動計画（※2）」が
承認されました。

　松野文部科学大臣（当時）は、最終日
に本会合のテーマに沿った好事例を紹介
するパネルディスカッションにて、昨年
10月に開催したスポーツ・文化・ワール
ド・フォーラムの成果や、日本のスポー
ツを通じた国際貢献事業である「スポー
ツ・フォー・トゥモロー」の事例につい
て、国連の「持続可能な開発目標2030」
（以下「SDGs」とする。）及びカザン行
動計画の政策項目と関連付けながら紹介
しました。

※1　スポーツ大臣参加国（41カ国）

アフリカ
（18カ国）

アルジェリア、ベニン、カーボベルデ、中央アフリカ、チャ
ド、コンゴ、ガンビア、ギニア、ギニア・ビサウ、マラウイ、
マリ、モロッコ、ナミビア、ナイジェリア、シエラレオネ、ス
ワジランド、ウガンダ、ジンバブエ

アジア
（9カ国）

アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、北朝鮮、イ
ンド、イラク、日本、スリランカ、タイ

ヨーロッパ
（4カ国）

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、フランス、ロシア

中南米
（5カ国）

ブラジル、コロンビア、ドミニカ、ジャマイカ、ベネズエラ

大洋州
（5カ国）

キリバス、パラオ、サモア、バヌアツ、ツバル

※2

※3
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のためのスポーツへのアクセスに関する
包括的な構想の展開」の中では、「スポ
ーツ界のジェンダー平等と女性の地位向
上」が項目立てされました。スポーツ参
加率、指導者、教育機会、役員登用な
ど、スポーツ界のあらゆる活動における
ジェンダーの平等の実現は女性の地位向
上を推進するための強力な役割を果たす
と明記されました。また、女性だけでは
ないその他のジェンダーグループに対す
る社会的な障害にも変革を与えることが
できると記載されました。

　2つめのメインポリシーである「持続
可能な開発と平和に向けたスポーツの貢
献の最大化」の中では、「社会的なジェ
ンダーの平等の促進ならびに女性の地位
向上」が項目立てされ、スポーツは社会
のジェンダー規範を反映させるとし、女
性スポーツに関する取組から社会のジェ
ンダー不平等を表面化させ、女性にとっ
ての安全・安心な施設の建設や、女性リ
ーダーやロールモデルの増加、女性に対
するすべての暴力の撤廃などといった、
女性を尊重する社会の態度を促すとし、
SDGsの目標5「ジェンダー平等」の達
成に貢献することができると明記されま
した。また具体的な5つのアクションの
1つに、「女性・スポーツ・体育・身体活
動のためのモニタリング機関の設置に関
する実現の可能性の研究の実施」が定め
られ、UN Womenや国際女性スポーツ
ワーキンググループ（IWG）などと連
携し、女性スポーツを推進する団体の関
係性や役割を整理し、女性スポーツに関
する議論を活性化させ、スポーツ界にお
けるジェンダーの平等の実現とSDGs目
標5「ジェンダーの平等」に対するスポ
ーツの貢献をモニタリングし、評価する
体制を検討していくこととなりました。

　具体的には、SDGsの目標3「健康的
な生活の確保」に関し、日本独自の学校
行事である「運動会」をマラウイやラオ
スなどで行った事例や、「ラジオ体操」
をマレーシア青年スポーツ省などと連携
しスポーツイベントで行った事例などを
紹介しました。また、SDGsの目標4の
「包摂的かつ公平で質の高い教育の提供」
に関し、カンボジアでの体育カリキュラ
ム策定支援などの事例を紹介しました。
さらにSDGsの目標5の「ジェンダー平
等」に関し、ケニアで実施した少女たち
への卓球体験イベントとそれに伴うヒア
リング調査を事例として紹介しました
（※3）。

　MINEPS VIで採択された「カザン行
動計画」では、女性スポーツに関する事
項についても強調されました。
　1つめのメインポリシーである「万人

MINEPS VIにおいて発表する松野文部科学大臣（当時）②

MINEPS VIにおいて発表する松野文部科学大臣（当時）①
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本応援団に参画している行動宣言
賛同者
・ 稲垣　精二氏（第一生命保険株式会
社　代表取締役社長）

・ 魚谷　雅彦氏（株式会社資生堂　代
表取締役 執行役員社長兼CEO）

・ 木本　茂氏（株式会社髙島屋　代表取
締役社長）

・黒岩　祐治氏（神奈川県知事）
・ 島田　和幸氏（株式会社ファンケル　
代表取締役 社長執行役員 CEO）

「輝く女性の活躍を加速する
ちばのリーダーの会」

　平成29年6月、千葉県における女
性活躍推進の裾野を広げ、意欲・能
力のある女性の積極登用を進めてい
くため、千葉県の産・官・学のリー
ダー7名の参加のもと、「輝く女性の
活躍を加速するちばのリーダーの
会」が発足しました。（発起人：千
葉銀行 佐久間頭取）
　あわせて「自ら行動し、発信す
る」「現状を打破する」「ネットワー
キングを進める」の3つの柱を軸
に、女性活躍に関する自主目標の設
定、組織の意識変革のほか、男女の
働き方の変革や地域社会への働きか
けなどの項目を掲げた「行動宣言」
を策定・公表しました。

加を呼びかけた後、特別報告として
応援団のアドバイザーである公益財
団法人21世紀職業財団会長 岩田喜
美枝氏が「経営戦略としての女性活
躍」について講演し、中小企業経営
者への期待の大きさを語りかけまし
た。また、分科会の一つでは、応援
サポーターの一人が報告者として登
壇し、女性も男性もともに活躍でき
る組織作りの実例を報告しました。
○啓発冊子の作成
　今年度は中小企業でも取り組める
参考事例（応援団員企業等の取組事
例）や応援サポーター企業の取組事
例などを掲載した冊子を作成。ムー
ブメント拡大イベントで配布したほ
か、今後開催する啓発講座等での配
布を予定しています。
○啓発講座の実施（随時）
　女性活躍推進などを目的として経
済団体や市町村等が主催する講演会
等に応援団員企業等から講師を派遣
する「啓発講座」を積極的に進めて
います。今年度からは、女子中学生・
高校生の理系進路選択を促進・支援
するため、応援団員企業等及びNPO
法人日本女性技術者科学者ネットワ
ークから学校に講師を派遣する「か
ながわリケジョ・エンカレッジプロ
グラム」に取り組んでいます。

「かながわ女性の活躍応援団」

　「かながわ女性の活躍応援団」は、
黒岩祐治神奈川県知事を団長として
平成27年11月に発足。女性の活躍
推進の取組に積極的で神奈川ゆかり
の大企業等のトップ20名とで構成さ
れています。また、女性活躍を応援
する企業・団体等の男性トップが自
主的に応援団に参加できる「かなが
わ女性の活躍応援サポーター」制度
を平成28年末からスタートし、現在
17名がサポーターとして登録してい
ます。
　本応援団では、男性トップの意識
改革を目的として、啓発イベントや
団員同士の意見交換会等を積極的に
開催しています。
【平成29年度の取組】
○意見交換会（平成29年11月7日）
　団員自らが参加し「働き方改革」
や「女性のキャリアアップ」、「社会
的ムーブメントの拡大」の3つのテ
ーマで意見交換等が行われました。
そうそうたる企業のトップである応
援団員自らが発表するこの会の社会
に与えるインパクトは非常に大き
く、後日掲載された新聞記事を見て
「応援サポーターに参加したい」と
の問合せが増えるなど、女性活躍推
進の機運はますます高まっています。
○ 「かながわ女性の活躍応援団」
ムーブメント拡大イベント（平
成29年11月22日）
　今年度は神奈川県中小企業家同友
会とコラボし、中小企業の経営者約
300名が参加。黒岩知事が応援団の
主旨を説明、応援サポーターへの参

取組事例ファイル／団体編

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者の取組
平成26年6月「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言が公表され、現在
150名を超える男性リーダーが本宣言に賛同しています。今月は、賛同者が地域でネット
ワークを形成し、地元の女性活躍の加速に取り組んでいる事例を紹介します。

ムーブメント拡大イベント

意見交換会の様子
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対する思いなどから学ぶため、平成
30年度の女性活躍研修において、男
性リーダーが、リレー形式で講師と
して参画する予定です。

本会に参画している行動宣言賛同者
・ 安藤　孝夫氏（三洋化成工業株式会
社　代表取締役社長）

・ 小畑　英明氏（日新電機株式会社　代
表取締役会長）

・ 片岡　宏二氏（株式会社片岡製作所　
代表取締役社長）

・門川　大作氏（京都市長）
・ 鈴木　順也氏（NISSHA 株式会社　
代表取締役社長 兼 最高経営責任者）

・ 鶴田　哲司氏（ツルタ電機株式会社　
代表取締役社長）

・ 福永　法弘氏（株式会社京都ホテル　
代表取締役社長）

・ 堀場　厚氏（株式会社堀場製作所　代
表取締役会長兼社長）

・山田　啓二氏（京都府知事）
・ 山田　義仁氏（オムロン株式会社　代
表取締役社長CEO）

　その後の賛同企業・団体の担当者
によるミーティングにおいて、管理
職の働き方改革と管理職手前の職員
のキャリアアップ意識の向上が共通
課題として認識されました。
　そこで、管理職に対してワーク・
ライフ・バランスを実現した生産性
の高い働き方の意識付けを行うとと
もに、管理職手前の職員に対して管
理職の魅力ややりがいを伝えキャリ
アアップ意識の醸成を図ることを目
的に、平成30年1月中旬に、管理職
及び管理職手前の職員の双方を交え
た意見交換会を実施します。意見交
換会では、各企業・団体8名程度、
計50～60名程度の参加者を募り、
「キャリア形成」や「働き方」、「管
理職の役割」等について意見交換を
行う予定です。

本会に参画している行動宣言賛同者
・ 上西　京一郎氏（株式会社オリエンタ
ルランド　代表取締役社長（兼）COO）

・ 岡田　元也氏（イオン株式会社　取締
役兼代表執行役社長 グループCEO）

・熊谷　俊人氏（千葉市長）
・ 佐久間　英利氏（株式会社千葉銀行　
取締役頭取）

・ 瀬戸熊　修氏（学校法人千葉工業大学　
理事長）

・ 徳久　剛史氏（国立大学法人千葉大学　
学長）

・森田　健作氏（千葉県知事）

「京都女性活躍男性リーダーの会」

　経済団体等と行政（京都府・京都
市・京都労働局）の連携により設置
した「輝く女性応援京都会議」にお
いて、京都企業の経営トップ等有志
69名により「京都女性活躍応援男性
リーダーの会」が平成29年7月に結
成されました。
　本会では、京都独自に策定した行
動宣言に基づき、男性リーダーが自
主的に女性活躍を推進するととも
に、その取組を様々な形で京都府内
外に発信しています。
　取組の一端として、男性リーダー
の企業では、京都ウィメンズベース
（京都の女性活躍支援拠点） が実施
する「女性役員育成」「女性管理職
予備層向け」「女性社員向け」など
の女性のキャリア段階別研修の受講
生に、自社で活躍を期待する女性社
員を推薦し、女性の育成とネットワ
ーク構築に取り組むとともに、リー
ダー自身も、「経営者の意識改革セ
ミナー」に参加しています。
　また、本会の行動宣言では、女性
活躍推進法に基づく一般事業主行動
計画の策定や女性の活躍状況の把
握・公表等について定めており、ま
ずは、本会に参画している男性リー
ダーの企業が、必要に応じて専門家
の支援も得ながら、全企業、行動計
画を策定することを目指しています。
　今後は、男性リーダーの豊富な経
験や経営者の視点からの女性活躍に

発足式にて

企業を超えた女性社員の交流

結成式
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やじま・ようこ／三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社共生社会室室長 主席研究員。
中央大学大学院戦略経営研究科客員教授。1989年 (株）三和総合研究所（現MURC）入社。
2004年～2007年 内閣府男女共同参画局男女共同参画分析官。男女共同参画、少子高齢化対策
の視点から、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティ関連の調査研究・コンサルティン
グに取り組んでいる。著作に、『ダイバーシティ経営と人材活用』東京大学出版会（共著）等。

Yajima Yoko

参考： 人口問題審議会「少子化に
関する基本的考え方につい
て」

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 共生社会室室長主席研究員　矢島 洋子

連載

従来の仕事と子育て等との両立支援のみ
ならず、男性も含めた「基本的な働き方
の見直し」の重要性が指摘されました。
しかし、この時も、「ワーク・ライフ・
バランスは女性や子育て社員のためのも
の」、というイメージを払しょくするに
は至りませんでした。
　これまでの経緯を振り返ると、「働き
方改革」は今に始まった話ではなく、
「三度目の正直」とも、日本社会にとっ
て「長年の悲願」ともいえるテーマなの
です。それだけ難しいテーマだとも言え
ますが、今度こそ、20年前の提言で指摘
された「雇用慣行の是正」を含む「抜本
改革」に踏み込むことが期待されます。
一方で、長時間労働の弊害に関心が集ま
る中で、単なる「残業削減策」を目的と
した個々の社員の意識啓発レベルの改革
にとどまりそうな気配もみえてきていま
す。
　全社員が健康で生き生きと働くこと、
女性等の多様な人材が活躍できる組織に
なること。そのための「働き方改革」で
あることを見失わないことが重要です。
そのためには、全社員を対象として、長
時間労働の是正だけでなく、柔軟な働き
方を導入する必要があります。そして、
それは個々の意識レベルの改革だけでな
く、組織で協力して「仕事の進め方」を
変えること、多様な働き方や効率を意識
したマネジメントや経営戦略がとられる
ことで実現可能となるのです。時間でな
く成果を評価する、年功管理から脱却し
多様な働き方を前提としたキャリア形成
を可能とする、といった人事制度の見直
しも欠かせません。日本社会が20年前か
ら抱えてきた宿題に、今こそ正面から取
り組む時なのではないでしょうか。

　平成29年3月に政府は「働き方改革実
行計画」を決定しました。「女性活躍」
を含む「一億総活躍」の視点から、多様
な人材が活躍できる社会づくりに取組む
中で、「最大のチャレンジ」を「働き方
改革」とし、働く人の視点に立って、労
働制度の抜本改革のみならず、企業文化
や風土を含めて変える必要性を説いてい
ます。しかし、こうした抜本的な「働き
方改革」の必要性が指摘されたのは、今
回が初めてではありません。
　平成9年に人口問題審議会は「少子化
に関する基本的考え方について」という
提言で、少子化の要因への対応の中核は
「固定的な男女の役割分業や仕事優先の
固定的な雇用慣行の是正」であると指摘
しています。そのためには、制度だけで
なく、「意識や企業風土そのもの」を問
い直すことや、「仕事の仕方も工夫する」
取組みが必要であり、「とりわけ、定年
制や終身雇用、年功序列型賃金などの固
定的な雇用慣行を改め、女性や高齢者な
どあらゆる個人がその意欲に応じて就労
できるよう性別や年齢による垣根を取り
払う新たな雇用環境を創出していくこと
は、人口減少社会への対応の基本」とま
で書かれていたのです。日本が少子化対
策を本格的にスタートさせた初期の段階
から、女性や子育て世代への支援にとど
まらず、組織全体の働き方を変えること
の重要性は指摘されていました。ただ、
残念ながら、具体的に進んだ取組みは、
保育や育児休業制度等の両立支援施策に
留まることとなりました。
　さらにこの10年後、平成19年12月に
は、政労使の合意に基づき「仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲
章」と「行動指針」が策定されました。

女性活躍の視点からみた企業のあり方⑼　女性活躍推進と働き方改革
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2 News 国立女性教育会館（NWEC）

アセアン諸国における人身取引対策協力促進
4 Info 厚生労働省

中小企業の皆さま！人手不足対策のために
女性活躍推進に取り組みませんか？
（平成30年3月中旬迄）

1 News 消防庁

全国女性消防団員活性化広島大会の開催
3 Info 国立女性教育会館（NWEC）

「女子大学生キャリア形成セミナー」開催

　厚生労働省では、女性の活躍を推進する中小企業の取組
を支援しています。女性が働きやすい魅力ある職場づくり
は「働き方改革」の近道です。中小企業の事業主、人事労
務担当者の皆さま、人材確保や業績向上のために、女性の
活躍に向けた取組を始めてみませんか。
【電話・メール相談、企業個別支援】【無料】
　女性活躍推進分野における企業支援の専門家である「女
性活躍推進アドバイザー」が、お電話1本でご相談・ご質問
にお答えします。御社の女性活躍の状況（採用・就業継続・
管理職割合など）の把握や、課題分析、達成すべき目標の
設定などについて、訪問や電話・メールなどできめ細かく
アドバイスします。
　詳細は→

【お問い合わせ先】
一般財団法人女性労働協会（委託先）
女性活躍推進センター　東京事務局
電話　03（3456）4412（平日9：00～17：30）
Email 

　10月19日（木）～11月2日（木）
に、カンボジア、タイ、フィリピ
ン、ベトナム、マレーシア、ミャ
ンマー、ラオスの7か国から人身
取引に携わる警察、福祉、女性団

体等13名を対象とした課題別研修「アセアン諸国における
人身取引対策協力促進」を実施しました。本研修は、「人身
取引対策行動計画2014」に基づく日本の取組や各国の制
度、実態について相互に学び、理解を深め、関係機関・者
のネットワーク促進を図ることを目的としています。現場
の取組として、東京入国管理局や東京都女性相談所、外国
人女性や母子支援を行っている民間団体等を訪問し、在住
外国人の生活相談や就労支援、国際交流財団等の活動につ
いて聞く機会を設けました。また、関係省庁、国際機関、
大使館、人身売買禁止ネットワーク関係者、民間支援団体、
研究者等を招き「成果発表と意見交換会」を実施しました。
研修では、日本の共同参画や女性活躍の取組について多く
の質問があり、活発な議論が行われました。
　参加者からは、「視察や講義・討議を通じて、日本や各国
の人身取引対策を学ぶことができた。日本の官民の協力体
制、被害者視点に立った保護について理解が深まった」と
いう声が聞かれました。

　平成29年11月16日（木）に、
広島市の広島グリーンアリー
ナにおいて「第23回全国女性
消防団員活性化広島大会」を
開催しました。この大会は日
頃の活動やその成果をアピー

ルするなど、女性消防団員の活動をより一層活性化させる
ことを目的としており、今大会では3,000名を超える関係者
が全国から集いました。当日は、防火防災啓発劇や活動事
例発表、パネルディスカッションのほか、広島東洋カープ
の新井貴浩選手による記念講演が行われました。
　大会を締めくくるにあたり、「今、火災、自然災害が相次
ぐなか、私たちは、家族の、そして地域の安全を守り、よ
り豊かな幸せを実現するため、この広島大会でしっかりと
結び合った全国の絆を大きな励みにして、「みんなで減災！　
輝け消防女子」を合言葉に、女性消防団員の力を一層発揮
する」ことが大会宣言として提案され、満場一致で採択さ
れた後、盛況のうちに閉会しました。

　NWECでは、「キャリアを考えることは人生を考えるこ
と」をテーマに、女子大学生を対象とした、長期的なライ
フプランニングを踏まえたキャリア形成について、人生の
先輩の話を聞き、大学生同士で共に語らい、考えるセミナ
ーを開催します。
　基調講演では、株式会社ジャーマン・インターナショナ
ルCEOであり、NHK「しごとの基礎英語」にレギュラー
出演しているルース・マリー・ジャーマンさんからお話を
伺います。パネルディスカッションでは、先輩女性からさ
まざまなキャリア体験談を聞き、グループワークで、同じ
悩みや想いを持つ参加者同士、学年を超えて語り合います。
本セミナーでは、変化の激しいこれからの時代において、
自分の求める人生を見出し、自分の足でしっかりと歩きつつ、
充実した人生を送るための鍵について一緒に考えていきます。
期　日：平成30年2月17日（土）～18日（日）［1泊2日］
参加費：無料（宿泊費、食事代、懇親会費別途）
会　場：NWEC（埼玉県比企郡嵐山町菅谷728）
共　催：リーダーシップ111
締　切：平成30年2月7日（水）
参加申込、詳細はホームページをご覧ください。
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7 Info 内閣府

国・地方連携会議ネットワークを活用した
男女共同参画推進事業の開催

6 Info 内閣府

平成30年度「男女共同参画週間」キャッチ
フレーズ募集！

5 Info 厚生労働省

育児や介護などにより離職した方を再雇用
する企業を支援します(助成金のご案内)
■厚生労働省では、子育て等により離職した方の復職を推
進するため、復職制度を導入して希望者を再雇用した企業
を支援する「両立支援等助成金（再雇用者評価処遇コー
ス）」を支給しています。一定の要件を満たした取組を行っ
た企業は再雇用者1人につき最大48万円の支給を受けるこ
とができますので、ぜひ活用をご検討ください。
支給には、次の①、②いずれも満たすことが必要です。
① 　妊娠、出産、育児または介護を理由とした離職者につ
いて、離職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映
させることを明記した再雇用制度を導入すること。
② 　上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者
を再雇用し、無期雇用者として1年以上雇用すること。
（継続雇用6か月経過時と1年経過時に半額ずつ支給）

詳細な要件や支給額は下記ページをご参照ください。
お問合せは都道府県労働局雇用環境・均等部（室）まで

　内閣府男女共同参画局では、男女共同参画推進連携会議、
同会議構成団体等とともに、男女共同参画に関する理解を
深めるために、全国各地でシンポジウム等を開催していま
す。ぜひ奮って御参加ください。（参加費は無料）

＜2月開催予定のシンポジウムの御紹介＞
○ 「企業×女性起業家のマッチングイベント　ビジネスにも
運命の赤い糸ってあるんです」（J300実行委員会、一般社
団法人東京ニュービジネス協議会等との共催）
　 　女性のエンパワーメント原則（WEPs）を軸に、“女性
起業家×取引機会を模索する大手・中堅企業の出会い”
を創出することを目的としたイベントを開催します。先
進的な取引事例の紹介に加え、女性起業家と企業の出会
いの場を提供します。

日時：平成30年2月15日（木）
　　【第一部】10：30～12：15
　　　　　　 （どなたでも御参加いただけます）
　　【第二部】13：45～16：15
　　　　　　 （企業、女性起業家が対象です）
場所： イトーキ東京イノベーションセンター「SYNQA（シ

ンカ）」（東京都中央区京橋3-7-1相互館110タワー1F）
内容： 企業と女性起業家のマッチング事例の紹介や、全国

で活躍する女性起業家によるトークセッション、女
性起業家による企業へプレゼンテーションほか。

※ シンポジウムの詳細・参加申込みについては男女共同参
画局ホームページをご覧ください。

　内閣府では、男女共同参画社会法の目的及び基本理念に
関する国民の理解を深めるため、毎年6月23日から6月29日
を「男女共同参画週間」とし、地方公共団体、女性団体そ
の他の関係団体の協力のもと、男女共同参画社会の形成の
促進を図る各種行事等を全国的に展開しています。
　この週間の実施に伴い、男女共同参画社会に対する理解
を深め、その趣旨を国民により広く浸透させるため、キャ
ッチフレーズを募集するとともに、最優秀賞受賞者を表彰
することにより、男女共同参画社会の形成に向け国民の関
心を一層高め、もって、男女共同参画社会の形成の促進に
資することを目的としています。このキャッチフレーズは
平成30年度「男女共同参画週間」のポスターをはじめ、国
や地方等で実施する各種行事、様々な場面で広報・啓発活
動に使用されます。
　平成30年度のキャッチフレーズ募集テーマは、「スポーツ
における女性の活躍を推進し、女性も男性も、誰もがスポ
ーツに親しみ、健康な生活を楽しむことができる社会を目
指すキャッチフレーズ」です。キャッチフレーズの応募は
どなたでも応募ができます。応募期間、応募方法の詳細は、
本誌裏表紙をご覧ください。

両立支援等助成金　厚生労働省 検　索



編集後記

Editor's NoteNews From Center

Kyodo-Sankaku

月刊総合情報誌
「共同参画」1月号

第108号●2018年1月10日発行
編集・発行●内閣府
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府男女共同参画局総務課
電話●03-5253-2111（代）
印刷●日昇印刷株式会社

News From Center

長崎県男女共同参画推進センター
（愛称）きらりあ

男女共同参画センターだより

　当センターは、平成17年
4月に開設し、今年で12年
目を迎えました。平成27年
には愛称を一般公募し「長
崎県男女共同参画推進セン
ターきらりあ」の名称で男
女共同参画の実現を目指し
活動しています。
　本県は多くの離島や半島
地域を有しているなど地域
ごとに課題が異なることか
ら、県内8地域に「地域活
動促進会議」を設置し、市
町からの推薦により知事が

えて、地域で主体的に事業
を企画し取り組む「実践研
修」を行っています。
　現在、基礎研修が終了
し、「防災における男女共
同参画」を学んだ地域で
は、男女共同参画の視点を
取り入れた防災イベントの
企画、「男性の家庭参画」の
テーマを学んだ地域では、
男性が料理体験やアイロン
がけ等の家事を体験する
「県南地域版おとう飯プロ
ジェクト」や「夫婦が本音

心となって、地域の特性を
踏まえた活動をしています。
　さらに、今年度は新た
に、地域のリーダーとなる
方々の発掘と育成を目的と
して「地域における男女共
同参画リーダー育成事業」
を8地域において実施して
います。
　この事業では、今年度の
テーマとして「防災におけ
る男女共同参画」と「男性
の家庭参画」の何れかを各
地域が選択し、基礎的な知
識を学ぶ「基礎研修」と基
礎研修で学んだことを踏ま

ところです。
　昨年11月末に新県庁舎
が完成し、平成30年1月22
日に、長崎県男女参画・女
性活躍推進室と共に当セン
ターも新庁舎に移転します。
　今後は、さらに部局横断
的な取組等も充実していき
たいと考えています。
　男女共同参画推進員、ア
ドバイザー、行政と一体と
なって県民の皆様が生き生
きと輝くことが出来るよう、
これからも取り組んでまい
ります。

　新年あけましておめでと
うございます。
　今年で平成の元号も30年。
平成生まれの人口は平成25
年10月現在で約2,830万人、
日本の総人口の約22％強で
したが、今後さらに平成生
まれ世代の社会進出が増え、
活躍していく時代になって
います。
　昭和生まれの自分にとし
ては、周辺の諸先輩が現役
を退いていくことに寂しさ
を感じることも多くなりま
したが、一方で、平成生ま
れの活きのいい若者が身近
で頑張って働いてくれてい
るので、自分もそれに応え
ていけるようにしっかりし
なければと思っています。
　さて、話題は変わります
が、今月号の裏表紙でもご
案内しておりますとおり、
今年も男女共同参画週間キ
ャッチフレーズ募集の時期
になりました。男女共同参
画局ホームページの専用投
稿フォームから応募できま
す。皆様のたくさんの応募
をお待ちしております。
 （編集デスク　K.H）

【1月号表紙】
　女性がリーダーとして平
等に活躍している姿をデザ
インに落とし込みました。
デザイン／山浦恵梨子

委嘱した
「男女共同
参画推進
員」と推進
員 OB の
「男女共同
参画アドバ
イザー」の
38名が中

で話せる
魔法のシー
ト」を使っ
て夫婦間
のコミュニ
ケーション
を促進する
企画が進
行している基礎研修（男性の家庭参画）
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